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参参考考２２  
  
  景景観観づづくくりり住住民民協協定定のの基基準準･･取取りり組組みみ 

景景観観づづくくりり住住民民協協定定 

景観計画区域内の１団の土地の

所有者などの合意により、一定の土

地の区域における建築物の形態意

匠、緑化、屋外広告物の表示などに

関する基準など、景観づくりのため

の自主的なルールを定め、それを守

り育てるための協定（景観づくり住

民協定）を締結することができま

す。 
  
景観づくり住民協定は、長野県景

観条例に基づく景観育成住民協定

を継承した制度で、本市では 25 箇

所の路線･地区において協定が締結

されています。 

景景観観づづくくりり住住民民協協定定のの主主なな基基準準とと取取りり組組みみ 

※地図上の番号は各協定

の締結場所と対応して

います。 

図 景観づくり住民協定の締結箇所 
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※各協定の詳細な区域及び基準、手続き方法などは建築住宅課にお問い合わせください。 


